
割賦販売法改正に伴うセキュリティ対策の取り組みについてのお知らせ 

 

平成 28 年 12 月 9 日に「割賦販売法の一部を改正する法律」（「改正割賦販売法」）が公

布され、クレジットカードを取り扱う加盟店において、カード番号等の適切な管理や不正

使用対策を講じることが義務づけられることになりました。改正割賦販売法の施行は、平

成 30 年 5 月～6月の予定とされております。 

 これに関連して、同法を所管する経済産業省より、カード会社との間で契約を締結して

いる加盟店に対して、別紙の内容を周知するよう要請がありました。つきましては、別紙

の内容についてご理解を賜り、改正割賦販売法の施行までに必要な対応を行っていただき

ますようお願い申し上げます。 

 

なお、改正割賦販売法により加盟店に義務付けられる具体的なセキュリティ対策の内容に

ついては、今後改正される予定の省令、監督の基本方針等において示されることになりま

すが、この加盟店の義務の実務上の指針となりうる「クレジット取引セキュリティ協議

会」の「実行計画 2017」においては、以下の対応が求められておりますのでご参照くださ

い。 

 

【クレジットカードを取り扱う加盟店にご対応いただくこと】 

 カード情報保護※について適切な保護措置をとること（非保持化又は PCIDSS 準

拠）。 

 不正使用対策として、対面加盟店ではＩＣカード決済が可能な端末を設置し、ＥＣ

（ネット取引） 加盟店では、なりすましによる不正使用防止対策をとること。 

  

※カード情報保護について 

 非保持化とは、電磁的に送受信しないこと、すなわち自社で保持する機器・ネットワ

ークにおいて「カード情報」を電磁的情報として『保存』､『処理』､『通過』しない

こと」をいいます。なお、決済専用端末から直接、外部の情報処理センター等にカー

ド情報を伝送している場合は、非保持とします。 

 PCIDSS（Payment Card Industry Data Security Standard）とは、クレジットカード

会員データを安全に取り扱う事を目的として策定された国際ブランドが策定した基準

です（下記の日本カー ド情報セキュリティ協議会のホームページ参照）。   

http://www.jcdsc.org/pci_dss.php 

 カード番号を保持する場合には、原則 PCIDSS 準拠が必要ですが、対面加盟店におい

て、暗号化等の処理によりカード番号を特定できない状態とし、自社内で復号できな

い仕組みであれば、非保持化と同等／相当のセキュリティ措置として扱うことができ

る場合があります。  



決済専用端末（ＣＣＴ）を設置している加盟店 

 カード会社より貸与されているＩＣカードに対応した決済専用端末（カードをスワイ

プするのではなく差し込んでデータを読み取り、暗証番号を入力する方式）を設置

し、外部の情報処理センター等に直接伝送している場合には、カード情報保護対策も

不正使用対策（偽造防止対策）もすでに対応が済んでいますので､新たな対応は必要

ありません。ご不明な点があれば､契約先のカード会社にご確認ください。 

 一方、ＩＣカードが読み取れない端末であれば、ＩＣカードが読み取れる端末への置

換えが必要です。 

 ＰＯＳシステムと端末間で、取引金額、決済結果等を連動させている加盟店 

 カード情報保護については、非保持化（上記の非保持化と同等／相当のセキュリティ

措置を含む。以下同じ。）又は PCIDSS 準拠が必要です（上述の「カード情報保護に

ついて」参照）。 

 ＩＣカードに対応した決済端末（暗証番号の入力方式）が設置されていれば、不正使

用対策（偽造防止対策）はすでに対応が済んでいますので、新たな対応は必要ありま

せん。 

 一方、ＩＣカードに対応していない端末であれば、ＩＣカードに対応した端末への置

換えが必要です。 

 ご不明な点があれば、ＰＯＳ機器メーカーにご照会ください。 

 

カード処理機能を持ったＰＯＳを設置している加盟店 

 カード情報保護については、非保持化又は PCIDSS 準拠が必要です（上述の「※カー

ド情報保護について」参照）。 

 ＩＣカードに対応したＰＯＳ（暗証番号を入力する方式）が設置されていれば、不正

使用対策（偽造防止対策）はすでに対応が済んでいますので、新たな不正使用対策

（偽造防止対策）は必要ありません。 

 一方、ＩＣカードに対応していないＰＯＳ（スワイプして磁気で読み取る方式）であ

れば、ＩＣカードに対応したＰＯＳに置換えを行うか、ＩＣカードに対応した決済端

末を導入しＰＯＳに接続する必要があります。 

 ご不明な点があれば、ＰＯＳ機器メーカーにご照会ください。 

 

ＥＣ（ネット取引）加盟店 

 カード情報保護については、非保持化又は PCIDSS 準拠が必要です（上述の「※カー

ド情報保護について」参照）。 

 ＥＣ加盟店において、決済代行業者（ＰＳＰ）が提供するシステムを利用する場合が

あります。この場合、加盟店の機器・ネットワークを通過する「通過型」と、通過し

ない「非通過型」に大別されますが、通過型の場合には、カード情報を窃取されるリ



スクがあるので、「非通過型」を推奨しております。とちらの仕組みを導入している

かについては、契約先の決済代行業者にご確認ください。なお、「通過型」の場合に

は、カード情報を保持することになりますので、ＥＣ加盟店において PCIDSS 準拠が

必要です。 

 なりすましによる不正使用防止のため、パスワードの入力等により本人が利用してい

ることを確認できる仕組みや申込者の過去の取引情報などから不正な取引かどうかを

判定する手法の導入等、各加盟店の業種・取扱商材、リスクの状況に応じて、多面

的・重層的な不正使用対策をする必要があります。 

 

 ＜関連情報＞ 

 ★改正割賦販売法 

    （割賦販売法の一部を改正する法律について） 

     http://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a1.pdf 

    （「割賦販売法が改正されました」リーフレット） 

          http://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a5.pdf 

 ★クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画 

          http://www.j-credit.or.jp/security/document/index.html 

 ★具体的なセキュリティ対策 

          http://www.j-credit.or.jp/security/understanding/member-store.html 

 ★その他 

  （クレジットカード不正使用被害の発生状況 平成２８年１２月） 

          http://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a3.pdf  

（「クレジットカードがより安全・安心なＩＣ取引に変わります！」リーフレット） 

          http://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a4.pdf 

  

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

  株式会社 OCS 

加盟店サ－ビスデスク 

  〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 1-11-1 

  TEL 098-901-0123 

 

＜本件に係る説明会の要請先＞ 

  一般社団法人日本クレジット協会 

  担当：「業務企画部」又は「セキュリティ対策推進センター」 

  〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 

  TEL 03-5643-0011 email: gykikaku1@jcredit.jp 又は gykikaku2@jcredit.jp 


